
◆ 保険料掛金が圧倒的にお得
組合が取り扱う賠償責任保険、生命傷害保険、火災保険などの
保険制度を利用できます。

◆ 経営支援の相談なども無料
専門家（行政書士）が各種助成金、
支援金の申請をサポートするほか、　
経営や事務手続きの支援、業種に応じた
法律・融資・税務などに関する相談を受けられます。

◆ 日本公庫の融資を好条件で
低金利、融資限度額が大きい、無担保・無保証人などの
日本政策金融公庫の融資制度を利用できます。

◆ 最新の情報をいち早く入手
組合のネットワークから、各法令の改正内容、
支援金などの重要な情報のほか、各組合の機関紙などからも
業界の最新の情報が入手できます。

◆ セミナーなどの参加は無料
各業の技術講習会、衛生管理セミナー、経営セミナーなどに
参加できます。

◆ 各組合の個別特典で経費節約
カラオケ著作権料20％割引、NHK受信料大幅割引、
組合契約の新電力会社切り替えで電気代削減などの個別特典があります。

記載の各メリットの内容は、各業の組合により異なります！
道内11の組合の連絡先は裏面に記載しています。

相談室の開設日・場所

生活衛生同業組合加入のメリット 令和8年度 無料地区相談室のご案内
～専門の相談員がお答えします～

標準営業約款（ S  マーク）
安全・安心を約束する３つの” S ”

Safety 安全であること

Standard 安心であること
Sanitation 清潔であること

　理容・美容・クリーニング業・めん類飲食店・一般飲食
店を、お客様に笑顔で利用いただけるサービスを提供
するため、Ｓマークの登録をすすめています。
　登録すると、（公財）全国生活衛生営業指導センター
のホームページに紹介されます。

温室効果ガス排出量削減に
関するお知らせ

　（公財）北海道生活衛生営業指導センターのホーム
ページ（https://www.hokkaido-seiei.or.jp）では、生活
衛生関係営業者並びに利用者等の方々が事業活動や日
常生活に際して排出される温室効果ガス削減のための
情報について発信しています。
　情報は下記QRコードからも確認できます。

当指導センターでは、次のような相談を専門的に解決するために、下記の日程により
地区相談室を開設いたします。なお、相談内容は秘密を厳守します。

1 経営全般の相談 2 新規開業の相談 3 公庫融資の相談
4 企業再生の相談 5 衛生管理の相談 6 業界情報の提供

相談員 中小企業診断士・生衛業経営指導員
時　間 相談室は予約制です

随時相談

お問い合わせ

※相談を希望される方は、事前に当指導センター又は生衛業組合にご連絡ください。

午後２時から●釧路地区
令和８年 6月 9日（火） 石川　博樹 中小企業診断士

日本政策金融公庫 釧路支店
釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル 7F
電話：0154-43-3330

午後２時から●帯広地区
令和８年 6月23日（火） 佐々木孝幸 中小企業診断士

日本政策金融公庫 帯広支店
帯広市大通南9丁目4 帯広大通ビル 2F
電話：0155-24-3525

午後２時から●北見地区
令和８年 7月 7日（火） 藤田　貴史 中小企業診断士

日本政策金融公庫 北見支店
北見市幸町1丁目2-22
電話：0157-24-4115

午後１時から●室蘭地区
令和８年 7月14日（火） 佐藤　潤一 中小企業診断士

日本政策金融公庫 室蘭支店
室蘭市東町2-9-8
電話：0143-44-1731

午後１時から●札幌地区
令和８年 7月21日（火） 石川　博樹 中小企業診断士

緑苑ビル2階会議室
札幌市中央区北3条西7丁目1番地 緑苑ビル
電話：011-281-3711

午後２時から●千歳地区
令和８年 8月18日（火） 竹林　浩樹 中小企業診断士

千歳商工会議所
千歳市東雲町3-2-6
電話：0123-23-2175

午後２時から●函館地区
令和８年 10月 6日（火） 勝毛　孝志 中小企業診断士

函館商工会議所
函館市若松町7-15
電話：0138-23-1181

午後１時から●旭川地区
令和８年 10月20日（火） 大野　昌人 中小企業診断士

日本政策金融公庫 旭川支店
旭川市四条通9丁目1704-12 朝日生命ビル 1F
電話：0166-23-5241

午後１時から●小樽地区
令和８年 9月 8日（火） 橘　真美子 中小企業診断士

日本政策金融公庫 小樽支店
小樽市稲穂2丁目1-3
電話：0134-23-1167

午後１時から●札幌地区
令和８年 9月15日（火） 勝毛　孝志 中小企業診断士

緑苑ビル2階会議室
札幌市中央区北3条西7丁目1番地 緑苑ビル
電話：011-281-3711

午後１時から●札幌地区
令和８年 11月17日（火） 石坂　育仁 中小企業診断士

緑苑ビル2階会議室
札幌市中央区北3条西7丁目1番地 緑苑ビル
電話：011-281-3711

・ 個別相談は、お客様が重ならないように時間を調整します。　・ 生衛組合員以外の営業者の方、これから開業する方も参加可能です。

上記の相談日のほか、経営・融資・税務・労務・法務・衛生などの専門的相談にお答えしますので随時お問い合わせください。

公益財団法人  北海道生活衛生営業指導センター ホームページ  https://www.hokkaido-seiei.or.jp
〒060-0042 札幌市中央区大通西16丁目3番12号 錦興産大通ビル 302号室　電話：011-615-2112　FAX：011-615-2113
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